
　１．入院基本料に関する事項

　　　当院は【地域一般入院料１及び看護補助加算１】

　　　当院は【地域包括ケア入院医療管理料１】を算定しています。

　　　当病棟では、１日１２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と６人以上の

　　　看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　　　　・朝９時～夕方１７時まで：看護職員１人当たりの受け持ち数は７人以内

　　　　・朝９時～夕方１７時まで：看護補助者１人当たりの受け持ち数は１３人以内

　　　　・夕方１７時～深夜１時まで：看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内

　　　　・夕方１７時～深夜１時まで：看護補助者１人当たりの受け持ち数は５１人以内

　　　　・深夜１時～朝９時まで：看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内

　　　　・深夜１時～朝９時まで：看護補助者１人当たりの受け持ち数は５１人以内

　　　○当院においては、患者の負担による付添看護は認められていません。

　　　　（術後等の短期間の家族の付き添いについても管理者の許可が必要です。） 2025.4月作成

　２．入院時食事療養（Ⅰ）／入院時生活療養（Ⅰ）に関する事項

　　　○当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された

　　　　食事を適時（夕食については午後６時以降）適温で提供しています。

　３．明細書の発行状況に関する事項

　　　〇医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、

　　　　個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

　　　　また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で

　　　　発行することと致しました。

　　　　なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、

　　　　その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も

　　　　含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

　　　　○地域一般入院料１ ○呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ）

　　　　○地域包括ケア入院医療管理料１ ○リハビリテーション初期加算

　　　　（看護補助者配置加算） ○診療録管理体制加算３

　　　　○看護補助加算１ ○在宅時医学総合管理料

　　　　（夜間７５対１看護補助加算） 　及び施設入居時等医学総合管理料  

　　　　○医療安全対策加算２　　　　　　　　　　　　　　　　　　○データ提出加算２

　　　　（医療安全対策地域連携加算２） 〇認知症ケア加算２

　　　　○後発医薬品使用体制加算１ ○入退院支援加算２（総合機能評価加算）

　　　　○がん治療連携指導料 ○地域連携診療計画加算

　　　　○ニコチン依存症管理料 ○感染対策向上加算３

　　　　○医療機器安全管理料１  （連携強化加算、サーベイランス加算）

　　　　○検体検査管理加算（Ⅰ） ○二次性骨折予防継続管理料２、３

　　　　○ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 ○医療ＤＸ推進体制整備加算４

　　　　○機能強化加算 ○情報通信機器を用いた診療に係る基準

　　　　○別添１の「第１４の２」の１の（３）に規定する ○在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注２に規定する

　　　　　在宅療養支援病院 　遠隔モニタリング加算

　　　　○がん性疼痛緩和指導管理料 ○協力対象施設入所者入院加算

　　　　○脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） ○外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

　　　　○運動器リハビリテーション料（Ⅰ） ○入院ベースアップ評価料２７

厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

　４．当院は次の施設基準に適合している旨、東海北陸厚生局長に届出を行っています。



５．選定療養

（１）特別療養環境室（差額ベッド代）に関する事項

　　　○個室を希望される方は、差額室料として１日につき下記の負担をお願いします。

病　　室

個室（１人部屋） A01 A02 A03 A05 A06 トイレ テレビ テーブル 椅子

４，４００円（税込） A07 A10 A11 A12 A15 収納棚

A16 A17 A18 A20 A21

A22 A23 A25 A26

個室（１人部屋） C01 C02 C03 C05 C06 トイレ テレビ テーブル 椅子

６，６００円（税込） C07 C08 C10 C11 C12 収納棚

個室（１人部屋） トイレ テレビ（無料）

９，９００円（税込） テーブル 椅子 収納棚

※２４時を区切りとして１日単位で（１泊 ２日の入院の場合は２日分）の料金がかかります。

（２）１８０日超入院料に係る保険外併用療養費

　　　〇入院期間（今回の入院以前３ヶ月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関に

　　　　入院していた期間を含む）が１８０日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める

　　　　場合を除き、入院基本料の１５％を１８０日超に係る保険外併用療養費

　　　　「選定療養（保険外）」として下記の料金を自己負担していただきます。

　　　　この場合、入院基本料の８５％については保険対象となりますが、この部分に

　　　　ついても保険の自己負担割合に応じて自己負担していただきます。

　　　　１，９４０円（税込）／日

６．地域包括ケア病床について

　　当院では、病棟のうち下記病室を地域包括ケア入院医療管理病床としております。

　　急性期の治療を経過した方等の受け入れ及び在宅復帰支援等を行う機能を有しております。

７．保険外負担に関する事項

    ○以下の項目について、その使用料、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。

付添ベッドＡ　　 　 １日につき（寝具付）

付添ベッドＢ　　 　 　　　 １日につき（寝具付）

付添食　　　　　　　　　　　 朝

付添食　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　昼・夕

一般診断書 １通

生命保険用診断書（入院） １通

生命保険用診断書（外来） １通

一般証明書 １通

死亡診断書 １通

　　地域包括ケア病床

S01号室

個室（1人部屋）

Ａ１０　Ａ１１　Ａ１２　Ａ１５　Ａ
１６　Ａ１７　Ａ１８　Ａ２０　Ａ２
１　Ａ２２　Ａ２３　Ａ２５　Ａ２６
Ｃ０５　Ｃ０６　Ｃ０７
Ｃ０８　Ｃ１０　Ｃ１１　Ｃ１２

大部屋（４人部屋）
Ｂ０１　Ｂ０２　Ｂ０３　Ｂ０５
Ｂ０６　Ｂ０７

 ３，３００円

８，２５０円

 ３，３００円

 ２，５３０円

８，２５０円

設　備　内　容

　６１０円

　　３１０円

６００円

  ８００円


